
4南九州議会だより　第19号　条例の改正・人事案件

　外国人登録法の廃止に伴い住民基本台帳法
の印鑑登録の取扱いに係る部分を改正しまし
た。（日本人同様の印鑑登録の取扱いがされる
ようになります。）
※�この条例は平成24年７月９日から施行する。

　外国人登録法が平成24年７月９日に廃止さ
れることに伴い、南九州市手数料条例の一部
を改正しました。（日本人同様の住民票の取扱
いがされるようになります。）
※�この条例は平成24年７月９日から施行する。

外国人住民の印鑑登録事務を改正
南九州市印鑑条例

外国人登録法廃止に伴う改正
南九州市手数料条例

　平成25年４月１日をもって、南九州市
立古殿保育所を社会福祉法人別府福祉会
に移管するため条例の一部を改正しまし
た。

古殿保育所を民間移管
南九州市立保育所条例

　南九州市内での工場等の立地を促進し、地
域経済の発展及び就業機会の増大を図るた
め、市内において新たに工場などを新設し、
増設し、又は既設の工場等を移転しようとす
る事業者に係る固定資産税について、特別措
置を講じることができるよう条例を制定しま
した。
※この条例は平成24年７月１日から施行する。

工場等の立地を促進
南九州市企業立地促進条例 条

例
の
制
定
・
改
正

※給水条例、簡易水道事業・三本松工業団地
水道条例は、旧町料金体系から料金を統一す
るため平成24年10月１日から施行されます。
　ただし、24年10月１日から25年３月31日ま
で、及び25年４月１日から26年３月31日まで
の間で段階的に統一されます。

水道料金を統一
上水・簡水等関係条例

◎�南九州市下水道及び農業集落排水受益者負
担金条例の一部改正

　�川辺東部地区の受益者負担金及び分担金の
徴収が開始されます。

◎�南九州市農業集落排水処理施設条例の一部
改正

　�使用料が南九州市下水道条例の規定の例に
より統一されます。

※�これらの条例は平成24年10月１日から施行
する。

受益者負担金等を統一
農業集落排水関係条例
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